
目標 目標 目標 目標 目標
食料品製造業 57 54 52 53 ① 42 53 41 52 72 51
木材・木製品製造業 2 2 2 2 9 2 5 2 3 2
化学工業 10 9 10 9 9 9 13 9 16 9
窯業・土石製品製造業 9 9 4 9 4 9 9 8 8 8
鉄鋼業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非鉄金属製造業 2 2 1 2 ① 2 2 4 2 0 2
金属製品製造業 ① 19 16 19 16 24 15 16 15 24 15
一般機械機具製造業 5 5 11 4 ① 12 4 10 4 8 4
電気機械機具製造業 1 1 0 1 2 1 2 1 2 1
輸送用機械機具製造業（含自動車・同部品製造業） 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4
上記以外の製造業 19 19 20 19 16 19 20 19 15 19

① 128 121 123 119 ③ 124 118 124 116 154 115 0
土木工事業 15 14 12 14 10 13 8 13 1 12
木造家屋建築工事業 3 3 7 3 4 3 2 3 9 3
その他の建築工事業 ① 10 9 9 9 7 9 12 9 12 9
その他の建設業（含設備工事業） ① 9 9 4 9 9 9 14 9 9 9

② 37 35 32 35 30 34 36 34 31 33 0
道路貨物運送業 51 48 46 47 ① 47 47 49 46 44 46
その他の運輸交通業 1 2 2 0 3
陸上貨物取扱業 ① 11 10 6 10 15 10 8 10 15 10

① 63 58 54 57 ① 64 57 57 56 62 56 0
16 15 ① 18 15 19 15 25 15 27 14
18 20 14 19 8
5 7 6 2 3
6 0 4 3 2
2 6 3 11 4
7 6 12 6 14 6 29 6 29 6
9 9 8 8 9 8 8 8 8 8

12 13 17 10 14
1 1 1 5 0

15 27 9 18 28
④ 319 316 ① 321 313 ④ 314 310 347 307 370 303 0

（注１）◯内は死亡者数で内数である。2021年は速報値を入力している。その他商業は商業から小売業を差し引いた数である。
（注２）その他の業種は上記業種から差し引いた数である。
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発生件数
2018年 2019年 2020年2017年 2022年

第1３次労働災害防止推進計画について
期 間 2018年度から2022年度までの5ヵ年
全体目標 １．死亡災害は、１２次防期間中の合計（12件）と比較して１３次防期間中の発生件数の１５％以上に減少（10件以下）させる。

２．休業４日以上の死傷者数は、2017年の件数（319件）と比較して、2022年までに５％以上減少（303件以下）させる。
３．ストレスチェックにおける集団分析の実施率を85％以上とする。（50人以上の事業場）

重点業種目標
１．死亡災害は、製造業、建設業、陸上貨物運送事業を重点業種とし、１２次防期間中の合計と比較して１３次防期間中の発生件数の１５％以上に減少させる。
２．死傷者数は、製造業、建設業、陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店を重点業種とし、2017年の件数と比較して、2022年までに10％以上減少させる。


